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施政方針と議案説明 

 

 本日ここに、平成２５年度予算案をはじめ多数の重要案件を提案し、御審議いた

だくに当たり、新年度の市政運営に臨む所信の一端を申し述べ、議員並びに市民の

皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 先の市長選挙において市民の皆様の厳粛なる負託を受けてから、早いもので、与

えられた４年の任期も折り返しに差し掛かろうとしております。 

 私たち自治体を取り巻く環境は、長引く景気低迷と、就業人口の減尐などにより、

歳入が減尐する一方で、社会保障費などの歳出は増加の一途をたどっており、行財

政運営は大変厳しい状況にありますが、就任以来、多くの皆様の御指導や御協力の

下、住んで良かったと思えるまちづくりのため、知恵と工夫を出し合いながら、「元

気な五條市」をつくるため、誠心誠意取り組んでまいりました。 

 １年目は「大地に種をまく年」とし、まずはできることを、スピード感をもって

取り組み始めた矢先、市長就任から半年もしない９月に発生した紀伊半島大水害は、

私たちがこれまでに経験したことがない大災害となり、厳しい対応に追われること

となりました。 

 災害発生当初から、国・県をはじめ各機関の献身的な御協力と、全国から温かい

御支援をいただきながら、災害対策から復旧へと、職員一丸となって懸命に取り組

んでまいりました。 

 ２年目の平成２４年は「感謝」の年とし、被災した本市に届けられたお気持ちに

応えるためにも、未だに仮設住宅での生活を余儀なくされております皆様が、一日

も早くこれまでの生活を取り戻せることを目標に、復旧・復興に努めてまいりまし

た。 

 また、市政運営においては「大地から新芽が芽吹く年」と考え、市長就任時の喫

緊の課題に懸命に取り組んでまいりました。 

 新消防庁舎の建設は、現在、本年１０月末の竣工に向けて鋭意工事が進められて
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おり、市民の生命、身体と財産を守るとともに、災害を防除し、被害の軽減を図る

ための拠点が確立することとなりました。また、同じく懸案であった「みどり園」

の移転についても、御所市及び田原本町との広域連携によることが決定し、事業が

進められております。 

 そして、私は、３年目の今年を「行動」の年とし、市政運営においては、ようや

く伸びてきた若枝を大切に育てていく年と考えておりますので、スピード感とバラ

ンス感覚を持って市政推進に努めてまいります。 

 悠久の自然と歴史とに育まれた本市の可能性を引き出し、最大限活用するために

は、条件とタイミングが大切です。京奈和自動車道が開通し、高規格道路の整備計

画が進められている今がまさにその好機でありますので、この千載一遇のチャンス

を逃がすことがないよう、市全体が連帯し、一丸となって取組を進めなければなり

ません。 

 地域産業の活性化を図るとともに、集客のための取組を進めてまいります。 

 また、子どもから高齢者までが、住み慣れた場所で、安全で安心して、生きがい

を持って活き活きと暮らせるまちづくりの推進も求められております。 

 私は先頭に立って、将来の五條市に夢と希望が持てるまちづくりに邁進してまい

りますので、各位には、一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、平成２５年度予算編成における重点施策を中心に、災害からの復旧・

復興を精力的に進めながら、「元気な五條市」をつくっていくための施策及び事業に

ついて御説明申し上げます。 

 重点施策の一つ目は、「ふるさとの復興と災害に強いまちづくりの推進」でありま

す。 

 一昨年の紀伊半島大水害からの復興を最優先に、災害から市民の生命と財産を守

るため、地域防災力向上と防災・減災対策に全力で取り組むことといたしました。 

 未曾有の紀伊半島大水害から１年半が経過し、被災地の復旧・復興が急がれるこ

とから、「五條市大塔町災害復旧・復興アクションプラン」を計画的に実行し、「災
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害に強く、住み続けることができるふるさと」の実現に邁進してまいります。 

 被災の大きい宇井・清水地区と辻堂地区については、住宅再建や住環境を整備し、

迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、昨年１２月１日付けをもって、都市整備部

内に小規模住宅地区改良事業推進室を発足させました。国及び県と協議を重ねなが

ら、小規模住宅地区改良事業を中心とした事業手法を復旧・復興の柱として、住民

の意向を踏まえた上で、住宅被災者のための改良住宅建設等を推進し、住民が安全

に安心して住み続けることのできる地域づくりに積極的に取り組んでまいります。 

 なお、大塔町管内の避難警戒体制につきましては、県と協議を進め、土砂災害に

おける県内の先進モデルとなる避難警戒体制を構築してまいります。 

 また、大塔町での検証において防災行政無線の効果が確認されたことから、迅速

な災害情報や避難警戒を伝達する体制として、防災行政無線の未整備地区において

も研究・調査をしてまいることといたしました。 

 市全域における「災害に強いまちづくり」につきましては、紀伊半島大水害を教

訓として「五條市地域防災計画」の見直しを行うとともに、各地区の地形等に見合

った、わかりやすい防災マップの作成及び配布を計画しているところであります。 

 さらに、地域の防災力強化として、新年度において二見保育所跡は防災機能を備

えた広場として防火水槽及び防災備蓄倉庫を整備するとともに、各地区に整備して

おります備蓄倉庫の非常用食糧に関しましても順次増強してまいりたいと考えてお

ります。 

 また、「防災・減災対策に全庁的に取り組む」とした方針のもと、私は、今年の仕

事始め式において、各課１取組を指示いたしました。 

 日々の業務がある中、いつ発生するかわからない災害への危機意識を長期にわた

って持ち続けることは大変難しいことです。それぞれの持ち場において、全職員が

本市の防災・減災対策の問題点を見つけ、その課題解決のために必要で実行可能な

対策を考えることで、防災・減災に対するモチベーションを高めるとともに、危機

管理意識の改革・向上につなげていくための機会としたいと考えているところであ
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ります。 

 なお、市民の生命・身体・財産を保護するため、今まで以上の危機管理を総合的

かつ計画的に行い、これまでの地震や風水害等の災害に加え、近い将来発生する可

能性が高いとされる東海・東南海・南海地震への対応と、予期せぬ危機の発生にも

対処できるよう、平成２５年度において組織体制の強化を図ることといたしており

ます。 

 次に、消防行政についてであります。 

 奈良県消防広域化につきましては、災害の複雑化、大規模化、住民ニーズの多様

化等、近年急速に変化している消防を取り巻く環境に対応するため、出動体制や保

有する消防車両、専門要員の確保等の課題を克服するなど、県下１１消防本部が広

域化することにより、組織体制や財政基盤などのスケールメリットを実現させよう

とするものであります。 

 昨年１２月２５日に奈良県消防広域化総会が開催され、「奈良県広域消防運営計

画（案）」が承認されましたので、「新消防組合準備室」において、本年１０月設

立予定の消防広域化に向けた事務事業が進められているところであります。 

 （仮称）五條消防署西吉野救急出張所建設事業につきましては、現在、設計業務

委託を行い、平成２５年度に本体工事に着手し、年度内の運用開始に向けて準備を

進めているところであります。これにより、平成２６年度からは、救急隊の現場到

着時間が短縮され、救命率の向上につながるものと期待しているところであります。 

 重点施策の二つ目は、「住んで良かったと思える人にやさしいまちづくりの推進」

であります。 

 南和医療再生事業の推進等、福祉・医療の重要課題に対処するとともに、市民生

活の安心の基盤を強化する施策として、「子育て支援の充実」「高齢者福祉の充実」

を推進してまいります。 

南和広域医療組合が発足してから一年余りが経過いたしました。 

去る２月２４日には平成２５年第１回定例会が開催され、予算案件２件と条例案
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件２件が可決承認されました。 

現在、救急病院の医療機能等につきましては、ヘリポートを設置し、ドクターヘ

リによる救急搬送の受入れを行うなどの救急医療体制の強化や、災害拠点病院とし

て災害時に対応できる医療体制の強化など、更には将来の人口動態や疾病予測・入

院患者数の状況などの医療需要を想定した設計の基本方針の提案がなされ、検討を

重ねているところであります。 

なお、南和広域医療組合の救急病院へのアクセスを整備するため、奈良モデルを

利用し、「地域公共交通」の整備について検討を進めてまいりましたが、新たに県知

事を会長とし、より広域な視点から検討するための新奈良県地域交通改善協議会が

設立されましたので、今後、本市の公共交通施策につきましても、市域内の移動手

段のみならず、実情に応じ近隣市町村への移動ニーズを視野に入れた公共交通網の

整備に取り組んでまいります。 

 次に、福祉行政についてであります。 

 「子ども子育て支援新制度」がスタートしたことに伴い、子どもを育てる保護者

等の意向調査を実施し、その結果を基に、福祉業務、保育所運営業務に反映させて

いきたいと考えております。特に、保育所につきましては、尐子化の影響による児

童数の減尐に伴い、近い将来の適正な配置構想を策定し、平成２６年度を目処に計

画の具現化を図ってまいります。  

 生活保護につきましては、生活保護受給者ができる限り就労し、自立した生活を

取り戻せるよう支援することが重要であることから、今後も受給者への就労支援業

務の強化に努め、自立に向けた支援を図ってまいります。 

 障がい者や生活保護受給の高齢者等要援護者に対しましては、災害時や常日頃の

見守りと素早い対応が出来るよう、支援システムの構築に向けて取り組んでまいり

ます。 

 紀伊半島大水害により被災した大塔町の住民が、住み慣れた地域で、安心して暮

らし続けられる仕組みづくりのため、奈良モデルを利用した「山間地における地域
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包括ケアシステム」を構築するため、地域住民や関係機関による検討会を開催し、

高齢者が孤独にならないための居場所づくりや見守りネットワークの構築と、買物

難民の解消等、奈良県立大学の支援を受け、地域の様々な問題に取り組んでまいり

ます。 

養護老人ホーム花咲寮は、昭和３０年に建設され、その後増築等を重ねてまいり

ましたが、一層老朽化が進む中、今後の方針について庁外の有識者を交えた検討委

員会等で検討・協議を行ってまいりました。 

このほど、当該委員会からの答申で施設を新設する方向性等が示されたことに対

し、議会の意見もお聞かせいただきながら、国・県等の動向を踏まえ、より詳細な

考察を進めてまいりたいと考えております。 

 重点施策の三つ目は、「地域の個性と資源を活かす元気なまちづくりの推進」であ

ります。 

地域経済の活性化と魅力ある「元気な五條市」を築くための施策として、「企業誘

致の促進」「地域産業の振興」「観光産業の充実」を推進してまいります。 

 企業誘致の促進につきましては、京奈和自動車道の開通と、東海・東南海・南海

地震による津波被害回避から内陸部への立地が注目されている今が、企業誘致の大

きなチャンスと捉え、奈良県とも連携しながら取り組んでいるところであります。 

 去る２月２７日には、奈良県庁で、北宇智工業団地への進出が決まりました「株

式会社 朝日ウッドテック」の報道記者発表を行ったところであります。同社は現

在、工場の建設に着手しており、本年６月初旬の竣工を目処に準備が進められてい

るところであります。 

 今後も、1 社でも多くの企業誘致が現実のものとなるよう、更に積極的に取り組

んでまいります。 

 次に、地域産業の振興についてであります。 

 商工業においては、県と連携しながら、新規の起業を目指している方や、スキル

アップを図りたいと考えている方々を対象に、昨年度に引き続き「魅力あるお店づ
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くりセミナー」を開催し、人材育成を側面から支援してまいりたいと考えておりま

す。 

 農業の振興につきましては、耕作放棄地の解消や農地の有効活用を図るため、平

成２４年度から国の施策で「人・農地プラン」が打ち出されました。これは５年後、

１０年後の地域農業のあり方を地域で話し合い、今後の農業プランを作成し、実行

することにより、耕作放棄地を解消しようとするものであります。市内を９地域に

分けた地元説明会が終了いたしましたので、３月末までに各地区のプランを作成し

てまいります。 

 また、平成２３年度からは、「トウキ」の実証的な栽培を進めております。 

 トウキは、セリ科の多年草で、薬用植物としても栽培されており、実証実験によ

り農業経営の確立が見込まれることから、地域農業の特産物として根付くよう取り

組んでまいります。 

 林業の振興につきましては、平成２５年度が森林整備地域活動支援事業の２年目

となり、森林が有する機能を充分に発揮させるための施策を展開し、森林環境の保

全を図ってまいります。 

 鳥獣被害防止対策につきましては、多くの農山漁村地域において、鳥獣による被

害が深刻な状況にある中、本市においても、鳥獣被害防止対策の緊急的強化を図る

ため、侵入防止柵等の被害防止施設の設置を行い、鳥獣被害防止総合対策事業に取

り組むとともに、捕獲おりを設置して、有害鳥獣のイノシシやアライグマなどの捕

獲駆除を実施してまいります。さらに、イノシシなどの野生獣を地域の資源と捉え、

処理及び加工が出来る施設の建設についても検討し、食用としての有効活用を検証

してまいります。 

 柿振興につきましては、今後も積極的に各種イベントに参加し、マスコミ・メデ

ィアへのＰＲを実施し、関係機関・生産者・加工業者・流通業者と連携を図りなが

ら、より一層「五條の日本一の柿」の販売促進に努めてまいります。 

 次に、観光産業の充実についてであります。 
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 来る３月１０日には、映画監督の河瀨直美氏を招き、市民会館におきまして「五

條映像フェスタ２０１３」の開催を予定しております。 

 河瀨監督には、本市の観光大使となっていただくとともに、平成２４年度の「動

画コンテスト」や「子ども映画監督講座」に続き、平成２５年度も、映像で本市の

魅力を全国に向けて発信していく新しい仕掛け作りに取り組んでまいりたいと考え

ているところであります。 

 なお、当日は、河瀨監督が世界的に活躍されるきっかけとなった「萌の朱雀」を

上映する予定をいたしております。 

 この映画でデビューされた本市西吉野町出身の女優、尾野真千子さんには、平成

２２年に「五條市名誉市民」の称号をお贈りいたしました。尾野さんは、現在数多

くの映画やテレビで御活躍されており、郷土に対する深い想いは、本市のＰＲにも

つながるものと期待しているところであります。 

また、重要伝統的建造物群保存地区内で整備を進めております旧辰己邸は、その

活用を工夫し、五條新町を訪れる人が足を止めてくれるような新しい観光資源とな

るよう取り組んでまいりたいと考えているところであります。 

さらに、今年は天誅組が兵を挙げて１５０年の節目の年となることから、天誅組

と縁の深い本市をはじめ安堵町、十津川村、東吉野村の４市町村で協議会を立ち上

げ、天誅組を共通の題材としたイベントを企画し、新しい観光客の取り込みを図り

たいと考えているところであります。 

 重点施策の四つ目は、「自然環境の保全と循環型社会の構築の推進」であります。 

自然環境を保全し、循環型社会を構築するとともに、快適な市民生活、財政及び

市民負担の軽減を図るため、「広域によるごみ処理施設の整備」とともに「ごみの減

量化・リサイクル」「し尿処理施設の整備」を更に推進してまいります。 

 新ごみ処理施設につきましては、現在、やまと広域環境衛生事務組合から示され

た新施設の整備スケジュールにより、施設設備基本計画書の作成業務並びに生活環

境影響調査業務等が実施されております。 
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 このような状況の下、本市においては、環境負荷を軽減するとともに、新施設建

設にかかる費用の負担軽減のためにも、ごみの減量化が喫緊の課題となります。 

 これまで、古新聞・古雑誌など、焼却処分していた紙類は、「燃やせばごみ、回収

すれば資源」と考え、市民の皆様に分別の御協力をお願いし、また、家庭の生ごみ

や刈り草、せん定枝につきましても堆肥化に取り組み、より一層の減量化を進めて

まいります。 

 衛生センターの建て替えにつきましては、去る２月８日に仮契約を終えましたの

で、本定例会で御議決をいただいた後、平成２５年度に実施設計と地元説明会を行

い、本体工事に着手し、平成２６年度中の新施設完成を目指し取り組んでまいりま

す。 

 現在の衛生センターにつきましては、平成２７年度に新施設の供用を開始するま

での間、悪臭等により周辺地域の環境に悪影響を及ぼすことがないよう、環境対策

に取り組んでまいります。 

  また、都市の健全な発達と公衆衛生の向上、公共用水域の水質の保全に資するこ

とを目的に整備を進めております下水道事業につきましては、本市の为要路線であ

ります国道２４号道路改良工事の進捗に対応して、流域関連公共下水道工事を順次

進めており、併せて周辺の環境整備を図っていくこととしております。 

 今後も狭あいな道路や低位置にある住宅地域での整備を推進するため、効率的な

計画を立案し、水洗化の普及に向け、市民の皆様への説明等、啓発活動に取り組ん

でまいります。 

 重点施策の五つ目は、「明日を担う創造力と魅力あふれる人材の育成の推進」であ

ります。 

 将来を担う子どもたちの健全育成を支援し、創造力と魅力あふれる人材に成長し

ていくための施策を推進してまいります。 

 はじめに、教育行政について御説明申し上げます。 

 五條市教育委員会では、今後目指すべき本市の教育の姿を「夢・志」教育プラン
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として、教育振興のための施策に関する基本的な計画を展望し、「五條市教育振興基

本計画」を策定いたしました。 

 誰もが、心に大きな「夢」と「志」を持ち、その実現に向けて考え、行動し、社

会を生き抜く人間を育む町、五條市を目指し、「家庭の教育力を育む」「社会を生き

抜く力を養う」「生涯学習社会を整える」「市民みんなで子どもを育てる」の４つを

目標に、本市におけるこれまでの教育の成果と今後に向けた課題を検証し、その具

体化に取り組んでまいります。 

 学校教育の環境整備につきましては、近い将来高い確率で起こりうると予測され

ております大規模な地震に対して、子どもたちの安全を優先的に確保すべく、更に

小・中学校屋内運動場の耐震化事業を進めてまいります。 

 防災教育につきましては、子どもたちを取り巻く様々な危機管理に備えるため、

地域環境に、より合致した各校・園の「安全管理マニュアル」を作成し、それに基

づき、地震・風水害・不審者対策の避難訓練を実施しております。また、気象台防

災アドバイザーと連携した「実践的防災教育総合支援事業」のモデル地域指定を生

かして、今後も防災に向けた取組の具体化に努めてまいります。 

 生涯学習の充実につきましては、市民の多様な学習ニーズに対応した事業の展開

と学習成果を生かせる場の提供に努め、市民の自为的な学習活動を推進するととも

に、活動の拠点となる公民館などの適切な維持管理に努めてまいります。 

 平成２５年度では、市民の生涯学習活動のニーズや要望などを把握するための「市

民意識調査」を実施し、今後の生涯学習の推進に向けた行動計画の策定を進めてま

いります。 

 スポーツ振興につきましては、市民一人ひとりの健康づくり、体力づくりを進め、

スポーツ活動などに親しむ機会やスポーツ環境の整備、充実を図ってまいります。 

 また、平成２７年度に全国高等学校総合体育大会夏季大会が、和歌山県を幹事県

として近畿圏内で開催され、奈良県においてはアーチェリーなど６種目の競技の開

催が予定されております。 
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 奈良県の荒井知事は、急遽この機会を捉え、財政的な支援などを考慮しながら過

疎地域である南部地域の振興を図っていく方針を示されましたので、本市において

も体育館内競技の開催を目指し、国・県の支援を得て中央体育館の建て替えに着手

し、競技できる環境を整備してまいります。 

 文化遺産の保護とその活用についてでありますが、五條新町地区における重要伝

統的建造物群保存地区の取組につきましては、国の重要文化財建造物等公開活用事

業により、江戸時代に建築された地区内西側の旧辰己邸の整備が完了いたしますの

で、今後は、建物内部の公開とともに、資料展示や集客設備等の充実を図り、文化

観光の拠点施設としての活用に向け、関係課との連携の下に取り組んでまいります。 

 五條新町地区は、道路幅の狭い所に建築物が立ち並び、道路を含めた全体が歴史

的景観を形成しているため、建築制限の緩和を図り、その維持に努めているところ

であります。住民の安全と町並景観の保護との両面から、地区内における防災対策

の方向性を定め、住民と行政が連携した「地域防災計画」の作成に努めてまいりま

す。 

 さらに、国指定史跡の大峯奥駈道の復旧や、国指定天然記念物の二見の大ムクの

再生等の事業を、奈良県教育委員会の指導を得ながら進めてまいります。 

 児童・生徒の健全育成につきましては、子どもたちの健やかな成長を願い、生徒

指導、カウンセリングの機能を強化し、「いじめのない学校づくり」を目指して「青

尐年健全育成プロジェクト」に取り組み、学校、警察、保健福祉センター等、各関

係機関と連絡を密にしながら、児童・生徒が幸せに、安全に過ごせるよう努めてま

いります。 

 また、これまで青尐年の育成補導等に力を注いでまいりました「青尐年センター」

を、対象者を幼児・児童・生徒と明確にした上で、「子どもサポートセンター」と改

称し、不登校問題やいじめ問題等、児童・生徒の健全育成の強化や、児童・生徒及

びその保護者の教育上の心の悩みの相談への対応を更に充実させてまいります。 

 こうした心の問題が増大化している現況から、現在の場所は手狭で、かつ、老朽
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化しているため、旧ハローワーク五條の建物であった市第３分庁舎に移転し、教育

環境を整えてまいります。 

 重点施策の六つ目は、「定住と交流の活力あるまちづくりの推進」であります。 

本市の人口は、尐子化による自然減と、転入者の減尐及び転出者の増加による社

会減が共に著しく、このままでは市民生活の活力低下を招くだけでなく、地域経済

や財政にも大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

五條市の過疎化及び尐子高齢化に対処し、若者の定住を促進するため、福祉、教

育・文化、生活環境など、あらゆる分野の施策を有機的に展開していく上で、特に

有効と認められる事業を検討してまいります。 

地域で安心して住み続けられるよう、現在取り組んでおります公共交通の確保を

図るとともに、今後は、人口の流出や減尐を抑制し、定住化を促進するため、市民

はもちろんのこと、市外の人々もひき付け、魅力ある暮らしを創出出来るような施

策を推進してまいります。 

 重点施策の七つ目は、「キラッと光る事業の実施」であります。 

 「誰もが住んでよかったと思える、元気な五條市」にしていくため、分野を限定

せず、「キラッと光りを放つような、夢と魅力、力強さのある事業」を、平成２４年

度に引き続き実施してまいります。 

 平成２５年度は、若手映画監督による本市を題材とした映画の製作並びに上映会

までを支援し、地域のもつ魅力と資源を全国に発信するとともに、災害による風評

被害の払拭と観光振興に努めてまいります。 

 以上、重点施策について御説明してまいりましたが、市民生活を支えるためには、

生活基盤を支える事業の実施が不可欠であります。 

 大塔町堂平の市道川西線につきましては、昨年１２月の公共土木災害査定の採択

により、地元住民の安全確保・生活道路の確保のため、林野庁等と協議し、平成２

５年度から道路災害復旧事業を推進するとともに、大塔町の他地区につきましても、

関係機関と協議し、復旧に努めてまいります。 
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 また、平成２４年度に策定いたしました橋りょう長寿命化修繕計画に沿って、危

険箇所から順次事業を進めてまいりますとともに、市内に存在する５箇所のトンネ

ルにつきましても、速やかに緊急点検を実施することとしております。 

 通学路につきましては、平成２４年度に緊急合同点検を実施いたしましたので、

その結果を受け、安全対策を実施してまいります。 

 市道二見５号線につきましては、平成２５年度に土地開発公社等から用地を購入

し、順次道路整備を進めていくとともに、ほかの市道整備につきましても、国の交

付金等を活用し、道路維持、舗装の修復等を進めてまいります。 

 市営住宅につきましては、平成２４年度におきまして２回の募集を行い、５団地

７戸の入居を確定いたしましたが、平成２５年度におきましても、入居希望者が多

数いることを鑑み、公募を予定している空き家住宅については積極的に修繕等事前

整備を進めてまいります。併せて、市営住宅の長寿命化を図り、経費の縮減につな

げていくため、平成２４年度において市営住宅等長寿命化計画を策定いたしました。

市営住宅の適切な機能を維持するため、策定した計画に基づいて改修を行いながら、

施設の長期耐用性の向上を図ってまいります。 

 水道事業につきましては、市民の生活様式の向上と水需要の環境変化に対応する

とともに、受益者負担を原則に、安全で低廉な水道水を安定的に供給できるように

努めているところであります。 

 既存の施設につきましては、耐震計画に基づき順次耐震補強工事を行なっている

ところであり、「岡中継施設」につきましても、基幹水道施設の高水圧の緩和と施設

能力の省力化に伴うコストの軽減、また、災害時の飲料水及び保安用水を確保する

ため、平成２５年度から２箇年計画で築造する予定であります。 

 簡易水道事業につきましては、被災した大塔町宇井の簡易水道施設の２次応急仮

復旧工事を施工するとともに、本復旧に向けて準備を進めているところであります。 

 いまだ公共水道から給水を受けることが出来ていない地区においては、現状につ

いての調査を行い、地域の実情に合った事業計画を立て、順次未普及地域を解消し
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ていくとともに、その他の地域につきましても老朽化施設の統合整備を進め、生活

環境の改善と公衆衛生の向上を図ってまいります。 

 また、本市が実施する事務事業を、迅速かつ効率的に進めるためには、情報化の

推進が不可欠であります。 

 市役所の情報システムにつきましては、昨年副市長をＣＩＯ（最高情報統括責任

者）として、「五條市情報化検討委員会」を立ち上げ、庁内の情報システムの最適化

について、方針や運用の具体的な検討を始めました。 

 住民情報を扱う自治体の情報システムは、将来のマイナンバー制度への対応も含

め、大きな変革期を迎えております。 

 現在運用しております基幹システムの更新につきましては、関係費用の削減を第

一義的なテーマにした検討を重ねてまいりましたが、基幹システムの更新は避けて

通れないことから、今後は「クラウド化」の手法を用いた基幹システムの運用を行

うこととし、経費節減を図ってまいりたいと考えております。 

 市情報化検討委員会においては、部門や課題ごとに関係部会やワーキンググルー

プを立ち上げ、更に研究を進めてまいります。 

 しかしながら、これら多くの事業を進めるためには、行財政基盤の強化のための

取組が必要であります。 

 本市の財政状況は、新行政改革大綱及び集中改革プランの断行による人件費、公

債費をはじめとする歳出削減や有利な財源の活用等により、財政指標は総じて改善

に向い、地方債残高の減尐など、財政健全化の兆しが現れてきたところではありま

すが、財政基盤の強さを示す財政力指数は、類似団体や県内他市に比べ非常に低く、

地方交付税など国の財源措置等の影響を大きく受ける財政体質であることなどから、

経常的な経費の削減・抑制など、健全で柔軟性の高い財政構造への転換に向けた取

組を継続して進めていかなければなりません。 

 電気料金につきましては、現在、電気業者が経済産業省に値上げを申請しており、

当該改定率等については、同省内に設置された専門委員会で検討がなされておりま
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す。 

 本市におきましても、電気料金の値上げに伴い大きな財政的負担増が見込まれる

ことから、従来からの公共施設における節電対策はもとより、省電力化に資する照

明器具のＬＥＤ化、また、本市の一部施設では既に電力自由化に伴い一般電気事業

者以外の業者と電力小売の契約をしておりますが、今後、先進自治体の事例に学び、

市の管理施設において電力調達方法の検証を進めるなど、積極的な節電対策に取り

組んでまいります。 

 これからも、限られた財源と人員の中で、最も効率的かつ効果的な行財政運営が

行えるよう、それぞれがコスト意識と経営感覚を持ち、「最尐の経費で最大の効果」

を生み出すことを念頭に、職員の更なる意識改革を図りながら、より一層行財政改

革を推進し、積極的な事務事業の見直しや効率化、及び経費節減に努めてまいりま

す。 

 御案内のとおり、昨年１２月に発足した第二次安倍内閣は、「強い経済」を取り戻

すため、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の

「三本の矢」で日本経済を再生させるとし、デフレと円高による経済の危機、東日

本大震災からの復興の危機、外交・安全保障の危機、教育の危機など、日本の未来

をおびやかしている数々の危機を何としても突破していかなければならないとして

います。 

 国の平成２５年度予算は、日本経済再生に向けて、緊急経済対策に基づく平成２

４年度補正予算と一体的なものとして「１５箇月予算」が編成され、財政健全化目

標を見据えた中で、「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域

活性化」を重点化したものとなっております。 

 私たち自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、地域における行政を

自为的かつ総合的に実施する役割を広く担うものであることは疑いの余地はありま

せんが、当然のことながら、国の動向や政策の影響を強く受けるため、常に注視し

ていく必要があります。 
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 本市においては、こうした国の動きに機敏に反応するため、積極的に情報収集を

行い、有利な財源を最大限活用できるよう努めてまいる所存であります。 

 それでは、「平成２５年度当初予算の概要」について申し上げます。 

 平成２５年度の予算編成にあたっては、紀伊半島大水害からの復旧・復興をはじ

め、市民の生命と財産を守る防災・減災対策を第一に据え、住んで良かったと思え

る魅力と活力ある元気なまちづくりの推進に向け、積極的に取り組むものといたし

ました。 

 御存知のとおり、社会保障関係費に係る負担増など厳しい状況が続く中、過疎・

尐子高齢化による人口減尐や長引く地域経済の低迷などにより市税の伸びは見込め

ず、地方交付税の削減とも相まって、財源確保と歳出抑制に併せて取り組むという

難しい編成作業となりましたが、施策の十分な検証と重点化により、優先すべき事

業を見極めた上で、必要なところには積極的に配分し、削減すべきは徹底して削減

するといった判断で、限られた財源を重点に配分していくものとし、緊急経済対策

に基づく国の平成２４年度補正予算による有利な財源を活用すべく、今般の３月補

正予算と一体的な予算の構築を行うとともに、国や県における新たな施策や既存の

制度を最大限に活用するなど、様々な工夫を図ったところであります。 

 このような方針により編成いたしました本市の新年度一般会計における予算総額

は、１８９億８千万円で、平成２４年度当初予算に比べ、１８億４千２百万円、率

にして１０．７％の増となりました。 

 为な事業といたしましては、小規模住宅地区改良事業をはじめとする紀伊半島大

水害からの復旧復興関係事業や南和広域医療組合、やまと広域環境衛生事務組合へ

の負担金、また、合併特例事業である新消防庁舎建設事業及びし尿処理施設建設事

業並びに（仮称）五條消防署西吉野救急出張所整備事業など、市民生活に関わる重

要な施設整備費を計上いたしております。 

 さらに、教育環境の向上に資する教育ネットワークシステム更新事業や特色ある

学校づくりサポート事業、ライフスタイルにおいては、循環型社会形成推進事業や
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交通空白地帯の更なる解消に向けた地域公共交通充実のための事業なども予算化い

たしました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 はじめに、市税につきましては、为に市民税の減収を見込み、対前年度比０．５％

減の３２億２千３百万円を、また、地方交付税につきましては、国の地方財政計画

と本市の状況を勘案した上、算定を行い、２．７％減の７３億円を計上しておりま

す。 

 さらに、市債につきましては、４８．７％増の２８億９千９百万円を計上してお

りますが、借入額と償還額のバランスを見ながら、合併特例債や過疎対策事業債を

中心に、後年度の元利償還に係る交付税措置が大きく、財政的に有利な市債の充当

に努めております。 

 なお、基金繰入金につきましては、財源不足を補うため財政調整基金から５億円

を繰入いたしました。 

 以上、一般会計予算の概要を御説明申し上げましたが、限られた財源の中で行財

政改革の更なる推進を念頭に事業の検証と厳しい選択を行い、本市のあるべき将来

像を見据え、積極的な予算編成を行った次第であります。 

 次に、国民健康保険特別会計予算につきましては、医療費の増大により保険給付

費が上昇する中、保健事業等の積極的な推進を図るなど医療費の適正化に努めると

ともに、保険税につきましては、適正かつ公平な賦課と収納率の向上に取り組み、

国民健康保険事業の円滑な運営を図るための予算を編成した次第であります。 

 次に、簡易水道特別会計予算につきましては、安全でおいしい水を安定的かつ効

率的に供給するため、水道未普及地域の解消と老朽化した施設の統合整備を推進す

るとともに、紀伊半島大水害で被災した宇井地区簡易水道施設の災害復旧並びに簡

易水道施設全体の災害対策や危機管理等の向上を図るための予算を編成した次第で

あります。 

 次に、下水道事業特別会計予算につきましては、奈良県吉野川流域下水道事業と
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連動し、市民の健康で快適な生活環境の向上と吉野川等の公共用水域の水質保全及

び環境保護を目的とした下水道事業の達成に向け、事業の展開及び整備区域の拡大

を図るための予算を編成した次第であります。 

 次に、墓地事業特別会計予算につきましては、市営墓地の適正な管理運営を行う

とともに、新たな墓地整備に資する候補地評価を行うための予算を編成した次第で

あります。 

 次に、介護保険特別会計予算につきましては、３年を１期とした介護保険事業計

画における２年目の計画内容に基づき、介護保険給付の適正化及び介護給付事業並

びに地域支援事業の円滑な運営を図るための予算を編成した次第であります。 

 次に、大塔診療所特別会計予算につきましては、へき地医療の更なる充実を期す

ため、専任医師の派遣継続とともに、診療所に整備したレントゲン設備の効果的な

活用など、地域住民の安心の向上と適切な医療提供を図るための予算を編成した次

第であります。 

 次に、農業集落排水事業特別会計予算につきましては、西吉野町滝地区における

水洗化による生活環境の改善とともに、丹生川等公共用水域の水質環境保全を目的

とした下水道事業の適切な管理運営を図るための予算を編成した次第であります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計予算につきましては、市町村の事務である保険料

の徴収及び療養費請求等の受付窓口事務並びに健康診査を行うための経費等を計上

し、後期高齢者医療の円滑な運営を図るための予算を編成した次第であります。 

 次に、水道事業会計予算につきましては、独立採算制を堅持しながら、市民生活

に欠くことのできない水質基準に適合した良質な水の安定供給を図るための予算を

編成した次第であります。 

 まず、収益的収支につきましては、給水量が依然として減尐傾向にあるため、事

務事業の効率化及び諸経費の節減に努めながら、サービスの低下を招くことのない

よう事業量に対応した予算を計上いたしました。また、資本的収支につきましては、

建設改良費として、公共下水道工事に伴う水道管の移設費及び岡中継施設を新たに
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築造する工事費並びに岡配水池の耐震化にかかる工事費、さらには、給水用特殊車

両の配備費等を計上した上、それらの一部に充当すべく事業債の起債と一般会計か

らの出資金等を計上した次第であります。 

 施政方針は以上でありますが、我が国は激動の時期を迎えており、この混迷の時

代を乗り越えていくためには、私たち一人ひとりが、共に考え、行動していく必要

があります。私は、住んでよかったと思ってもらえる「元気な五條市」づくりのた

め、いかなる困難にも挑戦してまいる所存でありますので、皆様には、一層の御理

解と御協力をお願い申し上げます。 

 続きまして、本定例会に提案の諸議案について御説明申し上げます。 

 まず、報第１号 平成２５年度五條市土地開発公社の事業計画、予算及び資金計

画の報告並びに報第２号 平成２５年度財団法人大塔ふる里センターの事業計画及

び予算の報告につきましては、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により報告

するものであります。 

 次に、議第１号 五條市道の構造の技術的基準を定める条例の制定から、議第３

号 五條市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定につきま

しては、地域の自为性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行により、各基準を条例に規定する必要が生じたため、各

条例を制定するものであります。 

 次に、議第４号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

等の一部改正につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律の一部改正に伴い、所要の改正が生じたため、本条例を改正するもので

あります。 

次に、議第５号 職員の退職手当に関する条例等の一部改正につきましては、職

員の退職手当について、国家公務員に係る退職手当制度の改正に準じて、所要の改

正を行うため、本条例を改正するものであります。 

次に、議第６号 五條市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正
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に伴う所要の改正のため、本条例を改正するものであります。 

次に、議第７号 五條市道路占用料に関する条例の一部改正につきましては、道

路法施行令の一部改正に伴う所要の改正のため、本条例を改正するものであります。 

次に、議第８号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正につき

ましては、国有財産特別措置法の規定に準じ、普通財産を公共的団体に対して、時

価から減額した対価により、譲渡できる規定を加えるため、本条例を改正するもの

であります。 

次に、議第９号 五條市財政調整基金条例の一部改正につきましては、決算上剰

余金が生じた場合、その全部又は一部を財政調整基金に積み立てるものとする規定

を加えるため、本条例を改正するものであります。 

次に、議第１０号 五條市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、国民

健康保険税の基礎課税額等の限度額の見直し等に伴う所要の改正のため、本条例を

改正するものであります。 

次に、議第１１号 五條市都市公園条例の一部改正につきましては、地域の自为

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

の施行による都市公園法の一部改正に伴い、都市公園の配置及び規模に関する技術

的基準を条例に規定する必要が生じたため、本条例を改正するものであります。 

 次に、議第１２号 工事請負契約の締結につきましては、（仮称）五條市新し尿処

理施設建設工事を、先日、５業者による総合評価落札方式一般競争入札を実施した

ところ、１３億６，０３６万６千円で水ｉｎｇ株式会社 大阪支店が落札し、その

工事の請負契約を締結するものであります。 

次に、議第１３号 平成２４年度五條市一般会計補正予算（第６号）議定につき

ましては、歳入歳出にそれぞれ１４億２，４４４万４千円を追加し、総額１９２億

２，１８０万２千円とするものであり、これらの財源につきましては、国庫支出金

等を見込みまして、補正予算を編成した次第であります。 

次に、議第１４号 平成２４年度五條市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
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議定につきましては、歳入歳出にそれぞれ２，０９９万９千円を追加し、総額４５

億８，４９９万９千円とするものであり、これらの財源につきましては、繰入金を

見込みまして、補正予算を編成した次第であります。 

次に、議第１５号 平成２４年度五條市簡易水道特別会計補正予算（第２号）議

定につきましては、地方債を補正するものであり、当該限度額を９，９３０万円と

するものであります。 

次に、議第１６号 平成２４年度五條市下水道事業特別会計補正予算（第１号）

議定につきましては、流域関連公共下水道事業にかかる繰越明許費を４，１００万

円と設定するものであります。 

次に、議第１７号 平成２４年度五條市介護保険特別会計補正予算（第２号）議

定につきましては、歳入歳出にそれぞれ１億１４１万８千円を追加し、総額 

３４億３，４６１万９千円とするものであり、これらの財源につきましては、国庫

支出金及び県支出金等を見込みまして、補正予算を編成した次第であります。 

 次に、議第１８号 平成２４年度五條市大塔診療所特別会計補正予算（第１号）

議定につきましては、地方債を補正するものであり、当該限度額を６９０万円とす

るものであります。 

次に、議第１９号 平成２５年度五條市一般会計予算議定につきましては、予算

総額１８９億８千万円で、前年度当初予算額と比較して、１８億４，２００万円の

増額となっております。 

次に、議第２０号 平成２５年度五條市国民健康保険特別会計予算議定につきま

しては、予算総額４６億７,１００万円で、前年度比１億７００万円の増額となって

おります。 

次に、議第２１号 平成２５年度五條市簡易水道特別会計予算議定につきまして

は、予算総額５億９，１４０万円で、前年度比９，３００万円の増額となっており

ます。 

次に、議第２２号 平成２５年度五條市下水道事業特別会計予算議定につきまし
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ては、予算総額１１億２，１８０万円で、前年度比１，７２０万円の減額となって

おります。 

次に、議第２３号 平成２５年度五條市墓地事業特別会計予算議定につきまして

は、予算総額４７０万円で、前年度比２５０万円の増額となっております。 

次に、議第２４号 平成２５年度五條市介護保険特別会計予算議定につきまして

は、予算総額３５億９，５００万円で、前年度比２億８，９３０万円の増額となっ

ております。 

次に、議第２５号 平成２５年度五條市大塔診療所特別会計予算議定につきまし

ては、予算総額５，３８０万円で、前年度比１，２３０万円の減額となっておりま

す。 

次に、議第２６号 平成２５年度五條市農業集落排水事業特別会計予算議定につ

きましては、予算総額４１０万円で、前年度に対する増減はございません。 

次に、議第２７号 平成２５年度五條市後期高齢者医療特別会計予算議定につき

ましては、予算総額４億３，３９０万円で、前年度比４４０万円の増額となってお

ります。 

次に、議第２８号 平成２５年度五條市水道事業会計予算議定につきましては、

収益的収支では、水道事業収益７億２，３９５万９千円に対し、水道事業費用７億

９１６万６千円で、１，１６５万１千円の当年度純利益を見込んだ次第であります。

また、資本的収支では、資本的収入２億５，２５３万２千円に対し、資本的支出５

億３，２６７万３千円であります。なお、資本的収支不足額２億８，０１４万１千

円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定であります。 

 次に、推第１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることにつきまし

ては、逵洋子委員の任期が、平成２４年９月３０日をもって満了しているため、そ

の後任を推薦し、議会の意見を求めるものであります。 

 次に、推第２号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることにつきまし

ては、佐久間英光委員の任期が、平成２４年９月３０日をもって満了しているため、
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その後任を推薦し、議会の意見を求めるものであります。 

 次に、推第３号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることにつきまし

ては、中田良子委員の任期が、平成２５年３月３１日をもって満了するため、その

後任を推薦し、議会の意見を求めるものであります。 

 以上が、この度提出いたしました諸議案の概要であります。 


